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《論　文》

現代日本における専門職大学院の課題

一法科大学院を中心として

鵜　沢　由美子

1．問題意識の所在と本論文の目的

　2003年、高度専門職業人を養成するとして日

本に専門職大学院が誕生し、10年以上がたつ。

その間、法科大学院や教職大学院、会計専門職

大学院や経営専門職大学院などが設立され、そ

の数は164におよぶ1。しかし、定員を満たして

いない専門職大学院も多く、撤退した大学も多

い。専門職大学院として最も耳目を集めてきた

法科大学院で、2016年度の入学定員を充足した

のは専門職大学院の中では最も司法試験合格率

の高い一橋大学と甲南大学ただ2校であった。

在学生がいる法科大学院71校のうち、2016年度

までに学生募集を停止したのは26校に及ぶ2。

　専門職大学院はアメリカのプロフェッショナ

ルスクールを模して作られたものだが、そもそ

もその前提に問題はなかったのだろうか。第一

に、現代日本とアメリカには「専門職」に対す

る人々が有する認識の違いがある。高学歴が専

門職のメルクマールであるアメリカに対し、日

本においては国家資格というような確固とした

資格が指標であるということが筆者の調査から

明らかとなっている（鵜沢2016）。これまで学

歴不問であった司法試験受験に際し、高額な学

費を必要とする法科大学院修了をその受験資格

1　文部科学省「専門職大学院一覧（平成27年7月

現在）」2016．12．29最終アクセス

2　文部科学省「各法科大学院の平成28年入学者選

抜実施状況等」2016．1229irt終アクセス

とするなら、国家資格取得が確実に視野に入っ

ていなければ割りが合わないと思うのは当然の

心理である。

　第二に、雇用システムの違いがある。職務（ジ

ョブ）に対応して労働者を採用し、その定めら

れた労働に従事させる欧米に対し、日本型雇用

システムの本質は雇用契約が職務の限定のない

企業のメンバーになるための契約「（空白の石

板）」（濱口2011：15）でありメンバーシップに

よる契約と考えることができる。日本型雇用シ

ステムの特徴とされる長期雇用慣行ならびに新

規学卒一括採用はそのメンバーシップの維持を

目的とするシステムである。大学既卒である場

合、あるいは文系で大学院卒である場合の一般

企業への就職はハードルが高いことが知られ

る。学び直してより専門的なジョブを得ること

が一般的な欧米とは雇用システムの違いが厳然

としてあるのである。

　このことをふまえ、本稿では、まず法科大学

院を対象に専門職大学院の成立過程を検討し、

現状を確認する。そのうえで、法科大学院の不

振を上記の2点から考察し、法科大学院をはじ

めとする専門職大学院の今後の課題を検討する。

2．専門職大学院の成立過程

　　一法科大学院を中心に一

　本章では、法科大学院を中心に専門職大学院

が成立する過程を検討する。法科大学院は他の
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専門職大学院から一年遅れ、2004年にスタート

した。大学、政財界、法曹三者（裁判官、検察

官、弁護士）などのそれぞれの思惑により法曹

養成の新しい制度として法科大学院が成立に至

る経緯を、大学院改革と司法改革という視点か

ら検討していく。

2－1．大学院改革という視点から

2－1－1．日本の大学・大学院制度の成立

　　　　　　　　アメリカとドイッの影響から

　専門職大学院はどのような経緯で発足したの

か。それを理解するためにはまず、戦前からの

日本の大学および大学院の在り方を把握する必

要があるだろう。欧米諸国に遅れて1880年代に

本格的な産業化を開始した日本がモデルを求め

たのは、産業分野だけではない。高等教育の分

野も同様で、当時日本がモデルとして選択可能

な高等教育システムには、複数のモデルがあっ

た。政府が最も参考としたのはドイツで、1886

年（明治19年）帝国大学はドイッをモデルとし

て作られたが、私立大学はアメリカの影響を多

大に受けた（天野2006：36）。産業の進展度合

いにより、19世紀はドイツの大学の世紀であり、

20世紀（1930年代末から）はアメリカの大学の

世紀（天野2006：18）とみなされる。

　戦後20世紀、産業をリードするアメリカが大

学でも世界的な影響力をもち、占領下、日本の

新しい大学制度はアメリカをモデルに設計され

た。大学院は、新制大学の創設に伴って、1951

年以降に設置されていった。しかし、制度の外

形はアメリカの大学に近づくが、大学内の慣行

も教育研究活動を行う人々の意識も戦前と変わ

らずアメリカモデルの移植は必ずしも成功しな

かった。それは、日本の大学の理念型がドイツ

モデルの帝国大学だったからであるとされる

（江原2004：282・天野2006：39）。
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　ここで、アメリカの大学とドイツの大学につ

いて簡単にふれておこう。植民地時代、オック

スフォード大学やパリ大学をモデルに1636年ハ

ーバード大学が設立されて以降、アメリカでは

19世紀には、ドイツの影響で大学には研究が不

可欠であるという大学観が受け入れるようにな

り、研究機能を充実させる研究主体の大学が組

織化された。しかし、その制度はドイツとは異

なるもので、学部段階ではリベラルアーツ教育、

卒業後は研究者養成の大学院ないしは法曹・ビ

ジネスといったプロフェッショナルスクールが

整えられていった。

　専門職を養成するプロフェッショナルスクー

ルの進展は、大学以上にプロフェッショナライ

ゼーションの進展する社会により支えられた。

すなわち、各専門職業団体が大学のカリキュラ

ムに責任を持ったのである。法律教育の特徴と

してアメリカ法曹協会がロースクールの統一基

準や認可基準、教育内容を規定していることが

挙げられている（山田礼子1998：99）。

　では、ドイツの大学はどのようであろうか。

ドイツの大学では、学部コースと大学院コース

は必ずしも明確に区別されていない。ドイツで

は歴史的に大学の本来の機能は大学の後継者養

成と考えられてきた（別府2004：231）。次に、

法曹などの専門職の養成課程については、大学

でディプローム（大学における専門学修終了後

に授与）を授与され、専門職業（教師・医師・

法律家・歯学・薬学など）の国家試験（といって

も州）で修了となるのである（別府2004：229）。

東京大学医学部の前身、東京医学校はドイツの

医科大学がモデルである。医学・薬学・歯学な

どが6年間の専門教育を施されたのち、国家試

験を受けるという養成制度はこのドイツモデル

を踏襲したものである。しかし、1997年、ドイ

ツの大学大綱法改正は大学の学修領域の拡大

化・多様化・国際化を目指したもので、ドイッ
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でも、アメリカ型の大学院の学修コースを形成

する努力がなされつつあるといってよいと別府

は指摘する（別府2004：224）。

　以上みてきたように、20世紀に産業だけでな

く研究でも世界の中心となったアメリカの大学

モデルの波及、アメリカナイゼーションは20世

紀の末には前世紀をリードしたドイツにも及ん

だ。同時期、日本でも、大学・大学院改革が進

められた。アメリカ、ドイッの状況を概観した

ところで、次に日本の動きを検討しよう。

2－1－2．日本の大学・大学院改革の動き

　旧制の帝国大学大学院は学部の付属的な存在

で、独立した教育課程も教員組織も持たず、「就

職待ちの学生のたまり場的な性格を持つに過ぎ

なかった」（天野2006：135）と指摘されている。

授与される学位は博士のみであるが、大方の大

学教員は学部卒業の学士（正規の学位ではなく

称号）であった。

　戦後、新制大学の創設に伴って、大学院は

1952年から1953年にかけて独白の教育課程を持

ち、博士と修士の二種の学位を授与する新しい

体制となった。しかし、先述のように、戦後日

本の大学院は、アメリカをモデルに制度化され

ながら、なかなかうまくいかなかった（天

野2006：175、江原2004：282など）のである。

まず、研究大学院と職業ないしは専門職大学院

の分化が行われず、研究大学院型の単一の大学

院が制度化、学部段階の専門学部制も廃止され

なかった。外形はアメリカの大学に近づいたも

のの、大学内部のさまざまな慣行も、教育研究

活動を営む人々の意識も、ドイツ・モデルの支

配した戦前期と大きく変わることはなかった。

　その後1970年代に、日本の大学も「マスの時

代」に入り、1971年、中央教育審議会から「四

六答申」が出された。大学院の混迷を打破する

必要性の論議もこの頃から始まった。この答申
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において従来の大学院を、修士課程にあたる職

業専門教育重視の「大学院」と研究者養成のた

めの「研究院」に区別することが提案された。

　その答申を受けて、1973年筑波大学が設立さ

れた。専門学部が廃止され、研究者養成の博士

課程と専門職業人養成の修士課程がわけられ

た。これ以降、工学系を中心に修士課程の事実

上の職業大学院化は進み（天野2006：137）、理

系では修士課程を卒業した学生が活躍を始めた

が、文系では大学院の定員も満たさず就職状況

も悪かった。中でも法学部では、有力大学でさ

え予備校に通いつつ司法試験を受けるという批

判を受けた。また企業法務などの実務教育も不

十分と批判された。ここからプロフェッショナ

ルスクールの発想が生まれたとされる（小林信

一
　2004：58）。

　1987年、内閣直属の臨時教育審議会の答申に

より設置された大学審議会（1987年～2001年）

を中心に大学改革がやっと本格的に動き出す。

規制緩和と競争の時代といわれ、大学の主体的

な取り組みを期待するものであった。1991年に

は、大学審議会から「大学院の量的整備につい

て」（答申）が出された。これを受けて文部省

は「大学設置基準等の改正」を策定した。実際

には「大学院重点化政策」というような政策名

はないが、「一人歩き」（小林信一2004：51）を

したといわれる。大学にとっては18歳人口の激

減への対応であり、大学院重点化は「抜け道」

探し（天野2001：196）「レトリック」（小林信

一 2004：58）とも言われた。1991年に東大法学

部で教員の所属が学部から法学政治学研究科に

移され、これにより研究費の増額などを可能と

した（小林信一2004：57）とされ、それに伴う

制度改革は、2000年でほぼ終息したとされる。

他の大学もこれに追随した。この結果、1990年

代から学位取得者の供給過剰状態をもたらし始

めた（天野2006：140）ことは、専門職大学院設
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立とその後の有様を考えるうえでも銘記される

べきことである3。

　1998年、大学審議会の締めを飾る答申「21世

紀の大学像と今後の改革方策について」が出さ

れた。これは1990年代初め以来の一連の改革の

総括と21世紀の展望であったが、国立大学法人

化・職業人養成のための大学院の制度化・第三

者評価システムの導入・競争的資金配分の制度

化などが提示される中で、ロースクール構想も

答申された。翌1999年、大学院設置基準が改定

され、「専門大学院」の名称で、高度専門職業

人の養成に特化した大学院修士課程」の設置が

認められた（この時は6研究科・専攻のみ）（天．

野2006：175）。1998年の答申は本来時間をかけ

て検討・具体化されるべきものとされていた。

しかし、答申が出て2年もたたないうちに事態

が進んだ。

　2001年には、大学審議会を引き継ぐ形で中央

教育審議会大学分科会が発足した。この分科会

の中で5月から「法科大学院」「将来構想」「大

学院」の3つの部会が設けられた。法科大学院

という一専門分野に部会が設けられていること

に注意が必要であろう。これには、同年6月司

法制度改革審議会から意見書「21世紀の日本を

支える司法制度」が出されたことを外圧と考え

る向きもある（天野2006：169）。

　また、政府「総合規制改革会議」の大学・大

学院設置基準の「事前規制から事後チェックへ」

とのスローガンは外圧となったとされる（天野

2006：172）。すなわち、従来、設置基準、設置

審査を通じて行われた高等教育行政も規制緩和

の対象とされ、設立審査が大幅に緩和された。

事前の審査が必要だった事項のかなりの部分が

3　1997年ごろを境に増加し続ける大学院生に関す

　る記事が現れた（水月2007：58）。特に文系の大

学院修了者のニーズが社会では不十分で「高学歴

　ワーキングプア」と評された。
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各大学の自主性にゆだねられ、届け出制に変更

された。この時期、法科大学院創設が見込まれ

る大学の法学部は競争率が上がったが、そうで

ない大学法学部は生き残りをかけて名称を変更

するか（国際教養学部など）大幅な定員削減を

余儀なくされるとの見通しもあり（山田剛志

2002：187）、このことが、のちに見るように法

学部を有する大学がこぞって法科大学院を設け

る事態につながったといえるだろう。2003年に

は、改正教育基本法に基づき専門職大学院が制

度化され、専門大学院から移行し、専門職大学

院が発足することになる。

　以上、すでに1970年代から始まっていた職業

型大学院に関する検討は、少子化に伴い対策を

迫られる大学の事情を反映して1990年代から急

速に進み、その過程で政府の関与が大きかった

ことが示された。

　それでは、司法改革として法科大学院が設立

される道程はどのようなものであったのだろう

か。次節ではそれを検討する。

2－2．司法改革の視点から

2－2－L法曹養成の歴史

　本節ではまず、法曹養成の歴史について弁護

士を申心に概観し、歴史的に弁護士が裁判官、

検察官より低い地位に置かれてきたことを確認

していく。

　明治維新以前、日本の司法制度では、訴訟を

起こした本人に代わって法廷に出たり弁護する

ものの存在は認められていなかった。法廷で訴

訟の当事者の意見を代弁する「代言人」が認め

られたのは司法改革の始まった1872年（明治5

年）のことである。しかし、代言人は特に資格

もなく誰でもなることができ、「三百代言」と

いう蔑称もあり社会的評価も低かった。1880年

に新制度制定後は、代言人の社会的地位も上が
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り、その試験は極めて難関なものとなり、1881

年からの5年間での試験合格率は4．7％であっ

た。ここで注目すべきことは、この試験は学歴

不問であり、働きながら受験準備することもで

きたことである。法律学校に通うとしても、た

とえば1883年当時の明治法律学校の規則によれ

ば、16歳以上の男子なら誰でも入学が認められ

た。ここに、欧米の、高等教育を経て法曹への

パスポートを得るというのとは異なる方法が確

立されたことは刮日すべきことである。小学校

から中学校、そして予備校を経て大学へ行って

社会的地位を獲得するというのとは別に、代言

人への道程は、立身出世の近道として利用され

たのである（天野2007：187）。

　もっとも、官立学校の卒業生たちには、無試

験で代言人の免許状を取得できる特権的な道も

あった。しかし、司法官や行政官に比べれば社

会的威信が高いとはいえない代言人になろうと

する人は限られていた。ここに司法官は官学、

弁護士は私学という現在まで続く法曹の二元的

な構造がほぼ確定することになった（天野

2007：189）　とされる。

　なお、1893年に弁護士法が制定され、代言人

試験に代わり弁護士試験が始まり1922年（大正

11年）まで続いた。その後、日本弁護士協会の

法曹一元化4の要望を受け、1923年以降は「高

等試験（高等文官試験）司法科」として、判事・

検事と同一の資格試験に統一された。だが、当

時の弁護士は司法省（検事正）の監督のもとに

おかれており、その独占業務も法廷活動に限ら

れ、弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ

た。1936年の改正によって、弁護士の法廷外で

の法律事務の独占が認められるようになった。

　戦後の法Wの動きを見て行こう。戦後の改革

の時点でも官尊民卑は見られた（日本弁護士連

4　この場合の法曹一元化は、法曹三者が同じ資格

試験を受験するという意味である。
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合会〈以下、日弁連＞1958：292）。弁護士の独

立自治を打ち立てた弁護士会がまとめた弁護士

法改正の答申案は、司法省、裁判所はもちろん、

商工省や大蔵省からも強い反対にあった。その

答申案には、弁護士の登録を司法省から弁護士

会に引き取り、指揮監督権は司法省、裁判所に

なく弁護士会の自治に委ねられるなどの内容が

含まれていた。GHQのLS（リーガルセクション）

の理解もあり、「最終的に弁護士会の欲する通

りの成果を得た」（日弁連1958：300）法制局案

が提出された。改正弁護士法は、裁判所法、検

察庁法に遅れ、1949年（昭和24年）5月30日に

成立した。これで司法三法が整った。

　その後、明治時代からの法曹一元の問題が古

くて新しい問題として浮上した。日本では、「徳

川以来、常にお上からの裁判。明治時代になっ

てもその傾向は強かった」（日弁連1959：346）

とされる。法曹一元とは最も狭く厳密な意味に

おいては「裁判官の任用をLawyer殊に弁護士

から採ること」（日弁連1959二345）である。

1953年から本格的に取り組まれ、1962年には、

日弁連の強い要請もあり臨時司法制度調査会が

設置、法曹一元化が検討された。しかし、その

諸条件が整っていないと目された。その条件の

第一が法曹人口の飛躍的増加であり、第二に弁

護士の地域的偏在と弁護士間の質の格差の解消

であり、第三に弁護士に対する国民の信頼の向

上であった。こののち、冷戦を背景に日弁連と

最高裁の対立が深まり、「司法の危機」の時代

が始まる（大川2007：24）。1971年には、最高

裁による「左翼系」裁判官任官拒否があり、そ

の対立を決定的なものとなった。この対立は

1990年ごろまで続き、この間司法試験合格者は

毎年500人程度と極めて少数にとどまった。し

かし、裁判官や検察官を弁護士の中から選任す

る法曹一元への日弁連の強い希求が、のちに見

るように、法科大学院の設立、新司法試験の合
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格者3000人を目標とする案を日弁連が受け入

れる伏線となるのである。戦後法曹三者（裁判

官、検察官、弁護士）で共通の資格試験、共通

の司法修習を修める平等の達成は弁護士集団に

とって揺るがしにしがたい聖域であることをこ

こで改めて確認しておきたい。

2－2－2．法科大学院を含む司法制度改革

　本節では、法科大学院設立につながる司法制

度改革の動きをみていく。司法改革は、法曹界

のみならず、政府、政府与党である自民党や経

済界からも必要とみなされていたことが確認で

きるだろう。1980年代、日本の輸出産業がアメ

リカの脅威となり、アメリカ政府は貿易不均衡

是正のため、日本政府に参入障壁撤廃を要求し

た。そのうちの一つが外国人弁護士の国内活動

自由化であり、日弁連および政府、経済界も反

対した。しかし、長期的に外国弁護士に対抗し、

グローバル化に伴う外国企業との交渉や訴訟に

対処しうる質量の国内弁護士を養成することが

日本政府および経済界の課題となった。また、

バブル景気に伴い、法曹界でも法曹人口の拡大

が求められた。転勤が多い裁判官、検察官、中

でも裁判官より給料の安い検察官の希望者が減

ったのである。司法修習所卒業時の平均年齢の

高さも深刻な問題であった。1987年、裁判所、

検察庁は司法試験改革を日弁連に交渉、3つの

案の中で合格者人数700人までの増加と合格者

の3割を受験年数3年以内の受験者に割りあて

ること（丙案）を主張した。この法曹人口増員

問題に対し、日弁連の意見は二分し激しく紛糾

した。法務省は期限を切って決断を迫り、つい

に1990年日弁連は、1991年には600人、1992年

から5年間年700人に増やし、若手増加を検証

することを受け入れた。それで若手が増えない

なら他の案がない限り丙案をと返答、妥協案を

受け入れた。この時の日弁連会長は豊田商事の
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破産管財人に就任して全国的に有名になった中

坊公平弁護士で、一致団結して司法改革をと訴

え圧倒的な支持を得、会長に当選をしていた。

1991年には弁護士経験者から裁判官・検察官を

採用する弁護士任官制度を作り、法曹一元化の

足がかりを設けることに貢献するなど、一定の

成果を挙げた。

　また、1990年、日弁連は5月の定期総会にお

いて、初めて司法改革宣言を採択した（日弁連

司法改革実現本部2005：22）。ここに表された

司法改革は2つの特徴を有した。まず、司法を

市民にとって身近で利用しやすく納得できるも

のにすることを目指すことであり、次に、弁護

士会・弁護士の自己改革を目指すことである。

　さらに1991年、中坊会長の際、司法試験改革

問題を法曹三者協議から外部識者を交えた法曹

養成制度等改革協議会に移すこととなる。しか

し、結果として新たな協議会では法曹外部から

の様々な圧力が増し、これにより日弁連が想定

していないほどの法曹人口大増員を招くことと

なる。1994年、経済同友会は「現代日本の病理

と処方」を発表し、司法は抜本的な改革が必要

であり法曹人口増員要請をしたことからもわか

るように、財界や大学人の委員は法務省案を飛

び越え大幅な増員、倍以上の1，500人を主張、

これに対して裁判所、検察庁は1，000人を主張

した。その時期の日弁連は増員反対派が勢力を

増し、なかなか基本方針を示すことができずよ

うやく1995年800人という妥協案を提示したと

ころ、既得権益にしがみついている、国民の利

益に反するなどと激しい批判を受けることとな

った（大川20078：82－85）。その直後、政府の行

政改革委員会小委員会が弁護士法の見直しを発

議し、弁護士の法律事務独占を見直すとの「桐

喝」（小林正啓2010：105）があったとされる。

この時期には、バブル経済に踊らされ、投機に

手を出し預り金を着服する弁護士が多発、日弁
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連はじめ弁護士は国民の信用を失い、自分たち

専門職の将来を決する「当事者の椅子からひき

ずりおろされる」（小林正啓2010：97）ことに

なった。結局司法試験合格者を将来1，500人に

するという案に決した上、1996年より受験回数

3回以内の受験者を論文式試験で特別枠（約

200人）を設けて合格させるという丙案も通った。

　これまでの日弁連としては到底受け入れがた

かった1，500人案を受け入れるために出された

一つの方策が「法曹一元」であった。先述した

ように、法曹人口の飛躍的増加が法曹一元化へ

の第一の条件だったのである。翌1997年、日弁

連臨時総会で法曹一元実現のため1，500人案を

大激論の末決議する。また、法曹三者の話し合

いで、当面1，000人、将来の合格者を1，500人と

することを了承し司法修習の期間を2年から1

年半に短縮する案もまとまった。倍以上の修習

生を受け入れる余裕は司法修習所にはなかった

からである。

　その合意が出されたわずか二週間後、政府与

党の自民党が政務調査会に置いた司法制度特別

調査会は「司法制度改革の基本的な方針」を発

表し、国づくりとしての司法改革の必要性を訴

える中でロースクール方式の導入も検討課題と

することを公表した。このことがこの構想を一

気に現実課題とした（大川2007：150）と評さ

れる。司法修習所の容量や司法予算では、年間

1，500人以上の法曹を養成することは物理的に

不可能であり、自民党に司法修習所に代わる法

曹養成機関の創設を企画させたとする見方があ

る（小林正啓2007：128）。これに呼応して1998

年、経済界から経団連が、上記の司法制度特別

調査会の意見照会に応じて、行政改革・規制の

撤廃・緩和の発展で行政依存型から自山で公正

な市場経済・社会への転換が必要であり、経

済・社会のインフラとしての司法制度の充実が

必要、と主張した。1998年、大学審議会がロー
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スクール構想を答申したのは2－1－2でみたとお

りである。「日弁連は意思決定が異常に遅く、

当事者能力に欠けていることは明白」（小林正

啓2007：128）として、法科大学院は政府・自

民党・文科省・経済界・大学の中で急速に成長

していく。

　1998年、自民党の司法制度特別調査会の「21

世紀司法の確かな指針」でも、法曹一元は検討

課題として掲げられ、その年の日弁連の司法シ

ンポジウムは法曹一元一色となった。各方面か

らロースクールを含む司法改革の機運が盛り上

がる中、1999年、司法制度改革審議会が内閣に

置かれ（小渕内閣）、2年以内に答申をまとめ

ることが定められた。この年には、東京大学が

ロースクール構想を発表し、一橋大学や早稲田

大学などが次々に続いた。日弁連は「司法改革

実現に向けての基本的提言」を発表、その内容

は以下のようなものだった（司法改革司法改革

実現本部編2005：26）。

　①官僚司法から市民による司法へ（法曹一

　　元も含まれている）

　②小さな司法から脱却、インフラ整備

　③弁護士・弁護士会の自己改革（弁護士人

　　口増加も含む）

　続く2000年、司法制度改革審議会は、法科大

学院構想と2010年頃には司法試験の合格者数を

3000人にするという案をまとめ、その一方で

法曹一元化は不採用とした。この3，000人とい

う人数は、10年間で先進国では実働法曹人口最

少のフランス並みの法曹人口にするため、のち

に法科大学院協会理事長に就任する青山委員か

ら捉案されたという。日弁連・臨時総会でも、

国民の必要とする質とjll：の法曹人口確保と法科

大学院による新たな法W養成制度の受け入れが

決定された。この時「敗北の虚脱感と諦めが、

日弁連を支配していた」（小林2010：212）とい

う。
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　このような司法改革の動きと並行して、大

学・大学院改革が進んでいたのは前節でみた。

法科大学院が専門職団体の内在的なプロフェッ

ショナライゼーションの成果の一つとして設置

されるのではなく、政財界、大学界からの強い

働きかけや法曹三者のかけひきのもと設置され

るに至ったのは、木に竹を接ぐようなことと言

えるだろう。大学のあり方について審議する側

からは「法科大学院制度の創設が司法制度改革

の一環として要請され、それに引きずられる形

で専門職大学院の制度化が進められた」（天野

2006：8）とされ、弁護士の側からは最終的に法

科大学院のあり方を決めた1999年設置の「司法

制度改革審議会」の13人の委員のうち最多5人

が大学教授であることから「これは、司法制度

改革審議会に、大学の意見を反映させることが

最優先事項であったことを示している」（小林

正啓2010：191）と非難しあっている。今の法

科大学院ならびに専門職大学院の混迷の一端

が、このプロセスにもあると考えられるのでは

ないだろうか。

　その後、2001年に小泉内閣が誕生し、構造改

革、規制緩和の動きは社会全体に及ぶ。小泉内

閣誕生直後の6月、司法制度改革審議会は意見

書「21世紀の日本を支える司法制度」を提出、

そこには司法の「制度的基盤の整備」「国民の

司法参加」にならぶ司法制度改革の3つの柱の

一つが「人的基盤の拡充」であり、法科大学院

は新しい法曹養成制度の中核、と書かれた（日

弁連司法改革実現本部編2005：60）。新しい法

曹養成制度のもとでは、高度で専門的な法的知

識を有するだけでなく、幅広い教養と豊かな人

間性を基礎に十分な職業倫理を身に着けた法曹

を獲得、点による選抜から、法科大学院・新司

法試験、司法修習と有機的に連携したプロセス

による法曹養成を目指す仕組みであるとされ

た。また、法理論教育に実務教育を併せた充実
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した教育、法科大学院修了者の7～8割が合格

できる制度にと企図された。司法制度改革推進

法は成立（3年の時限立法）し、司法制度改革

推進本部が内閣に置かれた。重要な政治案件と

なった司法改革は矢継ぎ早に進み、2002年には

「司法制度改革推進計画」が閣議決定された。

　そして、2004年、政府の予想では40校程度で

あった法科大学院は68校でスタートした。志願

者7万2，800人で5，767人が入学、13．0倍の倍率で

あった。主な改革法もほぼ成立するに至り、司

法改革は一つの区切りを終えたのである。

3．法科大学院および法曹養成の現状

　本章では、2章でみてきたように、政財界、

大学界、法曹界のさまざま思惑から生まれた法

科大学院がその後どのように推移し、どのよう

な問題が生まれていったのかを見ていきたい。

それを見るために1節では、法曹養成の現行の

システムを示す。

3－1．法曹養成のシステム5

　法曹三者になる資格を法曹資格と呼び、法曹

資格は原則として司法試験に合格することが要

求される。2002年の司法改革以降、司法試験を

受験するには、法科大学院課程を修了、または、

司法試験予備試験（2011年導入）の合格のいず

れかが必須条件となった。法科大学院の課程の

標準修業年限は3年であるが、入学試験で各法

科大学院で法学既修者の水準にあると認められ

た場合、2年とすることもできる。3年の課程

を未修（法学未修者課程）、2年の課程を既修（法

学既修者課程）ということが一般的である。司

法試験予備試験とは、諸事情から法科大学院に

5　法務省HP　http：／／www．moj．go．jp／index．html

2016．1224アクセス



March　2017 現代日本における専門職大学院の課題

進学しない者が法科大学院の課程を修了した者

と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関

する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定

することを目的とする試験である。2004年に法

科大学院が設置され、2006年には法学既修者を

中心に法科大学院修了者が誕生、受験資格を得

ることとなった。2006年から2010年までの5年

間は旧司法試験と併存、2011年から現行の司法

試験に一本化された。試験は、短答式（択一式

を含む）と論文式による筆記の方法により行わ

れる。短答式試験と論文式試験は同時期に行わ

れ、受験者全員が両方の試験を受ける。

　当初法科大学院を修了した者および予備試験

に合格した者は、5年以内に3回の範囲内で司

法試験を受験することができるとされていた

が、2014年の改正でこの回数制限を廃止、5年

以内なら何度でも受けられるということになっ

た。すなわち、司法試験が実施されるのは年一

回なので、受験資格を得てから5年の内に最高

5回の受験機会が認められることとなる。受験

資格が消滅した場合、法科大学院を再び修了す

るか、予備試験に合格すると再び受験すること

ができる。

　合格者は、司法修習生として採用された後、

1年間の司法修習を受ける。そして、国家試験

である司法修習生考試6を受け、これに合格す

れば法曹となる資格を得る。この司法修習の期

間は、従来の司法修習前期分の教育が法科大学

院でなされることから期間が短縮され、司法修

習生考試に備えるため予備校での対応などが必

要になっているとされているt。なお、2014年11

月からは導入修習が復活した。

　司法修習期間は兼業（アルバイトを含む）が

禁止され、司法修習に専念させるため、司法修

6　通‡ホ2回言式辱灸という。

7　伊藤塾　「司法試験合格から司法修習修了まで

の流れ」2016．1224アクセス
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習生には国から給与が支払われていたが、2011

年11月に司法修習が開始された第65期司法修習

生から財政難を理由に修習期間中の生活資金を

貸与する「貸与制」が実施された。これに対し、

様々な請願、反対運動があったことから2017年

度の司法修習生から給費制度が貸与制度と並行

して復活する可能性が高いことが報じられてい

る8。

3－2．法科大学院の変遷

　制度が始まった初年度の2004年には72β00人

もの入学志願者が法科大学院に集まった。この

時法科大学院は68校を数え、合格者数は5，767

人、合格倍率は13．0倍に達した。翌2005年に法

科大学院の数は74校に及んだが、結局74校をピ

ー クに、法科大学院の数は減っていき、志願者

も急激に減っていくこととなる。

　その大きな原因は何より2010年には3，000人

の合格者を出し、7～8割合格する方針であっ

たのにもかかわらず、司法試験への合格者数、

合格率が想定より大幅に低かったことがあげら

れる。法科大学院修了生が初めて司法試験を受

けた2006年の司法試験全体の合格率は48．3％、

1，009人が合格を果たしたが、それ以降、合格

率は下がり2007年に40．2％、2008年33．0％、2009

年27．6％、2010年25．4％、新司法試験に統一され

た2011年には23．5％を記録した。以降も25％前

後を推移し、2016年は2014年に続き2番目に低

い22．9％であった。また、2016年の司法試験合

格者は1，583人と司法改革が行われた2006年以

来2番目の少なさであった。

　さらに、2016年に合格した1，583人のうち、

全国74の法科大学院を修了した合格者は1，348

人で法科大学院修了者全体の合格率は20．6％で

8　読売新聞　2016．12．19
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あったが、例外的ルートとされる予備試験合格

による司法試験合格者は235人で前年から49人

増え、過去最多の更新が続いている。さらに、

この予備試験ルートによる合格率は6L5％、法

科大学院で最も高いのは一橋大法科大学院の

49．6％でありどの法科大学院よりも高いことに

なる。予備試験は経済的な事情などで法科大学

院に通えない人のための例外的な制度として導

入されたが、法曹界への「最短ルート」として

受験する大学院生らも多く、2016年は合格者の

75％が法科大学院や大学（学部）に在学中の現

役学生であったという9。一人も合格者を出して

いない法科大学院も7校ある中で、法科大学院

で学ぶ意義が問われることになろう。また、司

法修習を終えて、本格的に法曹界に入るための

関門である司法修習生考試いわゆる二回試験で

は、新司法試験合格者が司法修習を受け始めた

新61期考試（2008年12月結果発表）で113人（受

験者の約6％）の不合格者が出ている。

　さらに、2015年度の法科大学院志願者は

10370人と毎年減少を続けており、初年度であ

る2004年の1／7であり、倍率も3．3倍に落ちてい

る。姫路］蜀協大学法科大学院が2011年度から募

集停止、2013年3月31日付けで廃止したのを皮

切りに2016年度に学生を募集した法科大学院は

45校に留まっている。初年度こそ74校すべての

法科大学院で定員を満たしたものの、法科大学

院そのものの人気が低下して全体的な志願者数

の減少に歯止めがかからず、2009年以来入学定

員を減らし続けているにもかかわらず充足率は

低いままである。2016年度の法科大学院全体の

入学者数は入学定員2，724人に対して1，857人で

いずれも過去最低であり、定員充足率は68％と

なっている。入学定員を満たしたのは一橋大と

甲南大のみで45校中実に43校が定員割れという
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事態に陥った。法科大学院、法曹界を目指す人

の減少が顕著といえよう。法科大学院の定員割

れ・志願者減少は国立大学や私立の有名大学に

まで及んでおり、法科大学院制度（法科大学院

の修了を原則的な司法試験の受験資格とする制

度）の存続自体を脅かす事態に発展している。

　このような、法曹界の不人気は法曹界におけ

る就職状況や収入減が報じられていることも関

係していよう。そもそも1900年までは長らく

500人程度に抑えられていた司法試験の合格者

数が2000年前後には1，000人程度となり、法科

大学院の始まる2004年頃には1，500人程度と急

増、以降3，000人を目指して2，000人を超える合

格者が世に出ることになった。急増した法曹人

口のうち、検察官と裁判官は公務員であり採用

される人数に限りがある。おのずと弁護士の数

が増えることになるが、その弁護士の収入・所

得減が顕著である。2006年の弁護士数は22，021

人であったが2014年には35，045人となってい

る。日弁連の調査10によれば、2006年の弁護士

の平均年収は3，620万円であったが、2014年調

査では2．402万円、2006年の平均所得は1，748万

円、2014年では907万円であった。中央値でみ

ると、収入は2，400万円（2006年）であるのに

対し1，430万円（2014年）、所得は1，200万円（2006

年）であるのに対し600万円（2014年）となっ

ていて、数の増加とともに収入、所得とも激減ll

していることが見て取れる（日弁連2015）。

　それだけではない。司法修習修了者のうち「そ

の他」と回答している人が2007年以降急増し、

2011年からは毎年終了者の1／4程度（2014年で

は1943人中550人）が法曹として職を得ていな

9　日本経済新聞　2016．11．6　朝刊

10　日弁連「弁護士実勢調査（弁護士センサス）」

　全会員対象

11　法務省の調査でも2010年と2015年を比較して、

　弁護士の平均年収の減少が指摘されている（日本

　経済新聞　20168．10）。
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いことが明らかになっている。これらの人々は

検察官や裁判官とならずかつ弁護士一括登録を

しなかった12とみなされ、月日を追うごとに弁

護士登録が増加する傾向にはあるが、既存の法

律事務所に就職し、経験を経て独立という通常

のルートを辿ることのできない新人弁護士が増

え、「軒弁」13「宅弁」14などと称され「若手弁護

士の深刻なOJT不足」として日弁連も問題視し

ている15。先に示した日弁連の「弁護士実勢調

査」によれば、所得0円以下と答えている弁護

士が2014年調査では79人いる。以上のように、

高額な費用16のかかる法科大学院を修了、無給

の司法修習生17時代を経てようやく法曹の入り

口にたどり着いたとしても、その先の法曹とし

てのキャリアの展望は明るくない。

　このような事態に、政府も無策というわけで

はない。2012年には制度の見直しのため、法曹

養成制度検討会議を設置、2013年合格者数の削

減、受験回数などについて提言を行った。これ

により、2015年には先述の通り司法試験受験回

数の制限が緩和され、2002年に司法試験の合格

者数の目標を3，000人とした閣議決定は2013年

に撤回され、1，500人以上と半分に削減された。

12　日弁連「弁護士未登録者数の推移」2016年12月

　25日最終アクセス

13既存の法律事務所に雇用されたのではなく、そ

　の「軒先」を借りて自営する弁護士のこと

14　法曹のキャリアの最初から自宅を登録事務所と

　して独立開業する弁護士のこと

15　日弁連「OJTの機会が少ないと推測される新

　人弁護士（登録事項による調査）」2016．12．25最終

　アクセス

16　一般の大学院より高く、国立大学では年間約80

　万円、私大では年間約100～250万円とされる。こ

　れに、書籍代、受験料はもちろんや予備校代がか

　かることもある。

］7　法務省は2016年］2月］9日司法修習生に対し、

　生活費などとして月13万5千円を一律支給する新

　たな制度を2017年度から導入すると発表した（日
　オく糸壬言斉tiffrlltj　　2016．1220　　ilij］干り）

また、文部科学省は法科大学院の再編を促すた

め、2015年度から司法試験の合格率により法科

大学院の補助金の傾斜配分を始めた。文部科学

省では、認証評価等における客観指標として「競

争倍率2倍」を示している。2016年度の補助金

基礎額が0という法科大学院も4校を数えた。

　このような事態となった要因は様々に議論さ

れている18が、何よりも2章でみてきたような

政財界、大学、法曹三者の思惑、権力闘争の結

果、法曹需要が過大に見積もられたことが挙げ

られよう。2－2でみたように、3，000人とい

う数字は国内事情を十分に検討することなく他

国に追随して出されたものであった。弁理士や

司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士

というように一部業務が弁護士と重なっている

隣接専門職を含め、法律家全般にどの程度の需

要があるのかという具体的な議論や検証が十分

に行われていなかったことが指摘されよう。

4．現代日本における「専門職」の意昧と雇用

　　システム

　本論では、専門職大学院の中でも突出して社

会的影響力をもち、専門職大学院制度をけん引

してきた法科大学院を中心に見てきているが、

低迷を続けているのは法科大学院だけではな

い。この低迷について筆者の調査「専門職およ

び大学院に関する調査」19の結果も用いつつ、

①アメリカとは違う現代日本の「専門職」の意

味と②日本的雇用システムとの齪酷の2つの視

点から考察していく。

18　江澤はこれまでの法科大学院の現状と課題に関

　する調査研究を整理している（江澤2014）。

19　調査期間は2015年10月2日から10月5日で、全

　国の20歳から69歳の1086人の男女（男性542人、

　女性544人）を対象にインターネットリサーチに

　より実施。
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4－1．現代旧本における「専門職」の意味

　専門職（profession）という概念は、社会学

においても長らく議論されてきた（鵜沢

2012）。教育社会学の立場から専門職の養成過

程や専門職大学院を研究する橋本は、この概念

が「アングロ・アメリカン的な概念装置」で、

国家ごとの歴史的・社会的文脈の中にある個々

の職種において問い直されるべきであり（中野

1981）、非欧米国であるわが国の場合、とくに

この概念の取り扱いには留意するべきであると

している。そのように述べながらも、橋本はべ

ン＝デーヴィッド（Ben＝David　19771982：49）

にならい「『高度に専門化した分野を基盤とす

る職業に限定するよりも、はるかに幅広』な視

野の下に、『その職への就職が高等教育機関か

らの卒業証書を有する者に限られている職業の

すべてを指す』」という、ゆるやかな意味でと

らえるとしている（橋本2009：11－14）。しかし、

ゆるやかな意味としながら、この定義はアメリ

カの専門職論の研究者であるFreidsonの、自国

の専門職に関する定義と酷似している。すなわ

ちFreidsonは、国勢調査における専門職の中か

ら高等教育と公式の知識にさらされていること

がアメリカにおける専門職の中心的な要件と

し、高等教育を基礎とした資格を有する必要の

ない職業を除外したのである。そして、そもそ

も専門職とはアングロ・アメリカンな制度に強

烈に影響を受けた産業国家に特有の根を持つ変

化しうる概念であると捉える必要がある、とし、

歴史的、国内的、民俗的用語であり、分析する

専門職が存する社会で把握されている専門職が

専門職であるとした（Freidson［1986］1988）。

　筆者は、Freidsonの専門職概念のこの捉え直

しに共鳴し、現代日本における「歴史的、国内

的、民俗的用語」としての専門職の概念を把握

すべく1，086人を対象に調査を実施した。その結
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果、「高等教育」に裏付けされた職業というア

メリカにおける専門職の特徴とは異なり、現代

日本においては、国家試験合格等をもって取得

しうる確固とした「資格」が専門職としてのメ

ルクマールであることが示唆された（鵜沢

2016）。専門職に「高い学歴が必要（大学以上）」

（32．4％）と回答する割合と「学歴は関係ない」

（31．4％）と回答する割合が拮抗しており、「学

歴はいらない」（14796）、「専門学校の学歴が

必要」（13．8％）、「高い学歴が必要（大学院以上）」

（7．6％）と、大学院までの学歴、高等教育が必

要であるとする比率は非常に低いということ

も、この認識の仕方を裏付けているものと思わ

れる。

　このような日本人の認識に立ち返った場合、

確固たる国家資格が高い確率で取得できると思

えばこそ新たに設立された専門職大学院に高い

学費を出して進学する、あるいは親も進学を支

援するものの、この確率が非常に低いことがわ

かれば、その魅力は急激に半減することが容易

に想定できよう。同調査において「お子さんに

望むもしくは望んだ学歴は次のうちどれです

か」という問いに対し、最も多いのは「大学」

で53．1％であるが、「大学院修士課程（前期課程）

修了」は3．6％、「大学院博士課程（後期課程）

修了」は2．1％と「専門学校」（4．2％）よりも少

なかった。専門職大学院の中で、知っている分

野としては法科大学院が最も多く33．396で、専

門職大学院の教育が必要であると最も見なされ

ていたのも法科大学院であった（419％）。し

かし、どの分野も専門職大学院の教育が必要な

いと考えている人も26．5％いたのである。

　このような認識が広く共有されているとする

と、医学部のように医師国家試験にほとんどの

人が合格するのであればともかく（2015年度の

合格率は91．2％）、進学したとしても法曹の国

家資格が取得できない可能性が高いのであれ
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ば、法曹を志す人たちが予備試験のルートを使

ってむしろ従前通り司法試験予備校に通い、司

法試験を目指す人が多くなることも当然であろ

う。しかも、合格率までそのルートのほうが高

いとなれば、法科大学院がアメリカのプロフェ

ッショナルスクール、ロースクールを模して作

られたと言われても、特に魅力的に思えるもの

ではないだろう。アメリカのロースクールおよ

び司法制度の問題点を指摘する声も多い（山田

剛志2002、前澤1999など）。医学や薬学はそ

の範晴ではなく、ファッションビジネスのよう

な、これまでは専門学校で扱われてきた分野が

対象となっているとは、そもそも専門職大学院

とは何なのか（天野2013：182）。そのことが改

めて問われなければならない。

4－2．日本的雇用システムー新卒一括採用の

　　陥穽

　次に、日本的雇用システムの観点から、法科

大学院の状況を検討してみよう。アベグレン、

ジェームズ・C．の著書『日本の経営』（1958年）

により、終身雇用、年功制、企業別組合という

日本的経営の特徴が初めて欧米に紹介された。

この3つは、「OECD対日労働報告書」（1972年）

でも取り上げられ、日本的経営における「三種

の神器」と呼ばれるようになった。年功制、終

身雇用から派生し、主として高校生、大学生の

新規学卒一括採用が慣習化され、OJT重視の教

育訓練も定着した。

　高校卒よりも大学卒のほうが生涯賃金も高い

傾向にあるということで、今や大学進学率は50

％を超えている。そのことを反映し、筆者の先

の調査でも子どもに望む、もしくは望んだ学歴

で最も多いのは「大学」で53．1％であった。子

どもに対する大学院への進学希望が低かったの

も見た通りである。企業からの文系修士号の学
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位への評価は低く（水月2007）、「頭でっかち

である」などと言われがちであるという。2章

では、大学院の強化対策により、特に文系で就

職難が起きたことも示された。先の筆者の調査

で、大学院卒の採用に消極的もしくは大学院卒

を今まで採用していない人（85人）にその理由

を聞いたところ（複数回答）、「大学院卒は視野

が狭く理屈っぼくて扱いにくい」は4．7％、「大

学院卒は自分の専門にこだわり、会社の利益を

考えない」は5．9％と一般に流布する「大学院

卒の扱いにくさ」を支持する回答を選択した人

は少なかった。しかし、「大学院での専門知識

を生かす場がない」（50．6％）、「前例がない」（24．7

％）、「大学・高校等の新卒一括採用中心のため、

大学院卒では年齢が高くなる」（12．9％）と新

規学卒（高校卒・大学卒）一括採用で、当該組

織の中でOJTを重ねているため、高い専門知識

と相対的に高い年齢の新入社員を受け入れるこ

とに戸惑う様子がうかがえる。

　2000年の旧司法試験合格者の平均年齢は

26．55歳だった。それに比し、2016年の新司法

試験合格者の平均年齢は28．3歳と2歳近く高

い。旧試験では概ね26から27歳であったとい

う20。高学歴でしかも相対的に高年齢の法科大

学院修了者が、司法試験に受からずあるいは司

法修習を終え、考試に受かっても法曹の道が閉

ざされた場合、一般の就職はハードルが高くな

っていることが予想される。当該企業の法務部

には、OJTによりその企業独特の取引の仕方や

慣習などを身につけた年下の先輩がいる可能性

もある。社内の欠員を組織内の異動によって補

充する定期異動システムや多様な職務を社員に

求める無限定雇用が日本的雇用の特徴なのであ

る。

　専門職大学院に行き、高額な授業料を払って、

20　法務省HP「旧司法試験の結果」2016．1226アク

　セス
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この日本的雇用システム外の専門職のルートで

生きていけることが保証されているのならいい

が、それが甚だ怪しい場合、その危険性も考慮

しなくてはならない。法科大学院の不人気には

このような日本的雇用システムが背景にあるこ

とが考えられる。

5．専門職大学院の課題

　法科大学院の不振についてここまで検討して

きた。法科大学院は、少子化に対応する大学の

生き残り対策の一つとして関係者が支持し、規

制緩和の流れの中、法学部を有する全国の大学

が設立に乗り出した経緯が確認された。また、

政財界もグローバル化の競争にさらされる中、

企業法務の強化の必要から法曹人口の増加の必

要を訴えた。法曹界は裁判官、検察官、弁護士

それぞれの思惑が異なった。バブル経済の中、

検事を志望する司法修習生が減ったことや、法

曹といえども年功序列制を有する官僚組織の裁

判所や検察庁は受験の長期化で入職する新人が

高齢化することに危機意識を有していた。弁護

士の職業団体である日弁連は、競争相手の増加

に危機意識を持ち、法曹人口の増加に常に反対

し続けてきたが世論の反対にあい、弁護士から

裁判官を選任するという英米型の法曹一元化へ

の望みを抱きその実現を前提に法曹人口の増

加、法科大学院設立を容認する。法曹が唱える

表向きの「市民のための司法改革」の一環とし

ての法科大学院設立、法曹人口増加とは異なる

三者三様の思惑があったのである。政財界、大

学界、法曹三者それぞれ同床異夢のまま、法科

大学院はスタートを切ったのである。

　その結果として司法試験合格3，000人という

目標が過剰であることはすぐに誰の目にも明ら

かとなり、2013年には1，500人という規模に縮

小された。それでも、弁護士の就職難、収入減
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少が取りざたされている。

　そもそも、大学は一般企業ではない。規制緩

和、競争原理を教育機関である大学にも適用し

失敗したら撤退、という方針は適合的であった

のだろうか。新規学卒一括採用が中心の日本型

雇用システムの社会に、場合によっては法科大

学院時代の巨額な奨学金返済の義務を負いつつ

法曹になる夢も絶たれて出ていかざるをえない

人々は声をあげにくい立場にいる。

　充分な議論がないままに見切り発車したとの

声が多い法科大学院ではあるが、今後の課題と

していくつか述べていきたい。

　まず、法律専門職に確実になれる方途を拡充

することである。法科大学院の数が減り、教育

内容が吟味される中で法科大学院修了後、既修

者における司法試験の5年間の累積合格率は7

割に近くになっているという調査もある（日弁

連2015：61）。また、すでに法科大学院修了と

ともに司法書士などの資格を取得できるように

すべきではないかとの声もあるが、医師や看護

師をはじめとする医療専門職のように、当該教

育機関を出たらその分野の専門職に概ね就くこ

とが可能な環境整備が必要なのではないだろう

か。有意な国家資格を取得できることは、この

現代日本にあってメンバーシップではなくジョ

ブで就職していく際に肝要なことであると思わ

れる。

　また、このことは、専門職大学院全般に当て

はまることと思われる。たとえば会計専門職大

学院でも、2015年度の定員充足率は全体で75％

である。2014年度の公認会計士試験合格者に占

める会計専門職大学院出身者の占有率は13．1％

にすぎない。このような状況から「入学志願者

が著しく減少しており、会計専門職大学院制度

の存立に関わる喫緊の課題」（杉本2016）とさ

れているのである。

　4章で示した筆者の調査からも明らかなよう
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に、子どもに大学進学は望んでも大学院進学を

望む親は少ない。鳴り物入りで喧伝されて登場

した専門職大学院も、当該専門職の資格取得に

程遠いとわかれば現代日本の専門職に対する認

識からしても、羊頭狗肉とみなされ、制度を維

持していくことも困難になるだろう。

　次に、2章で述べたように明治時代に代言人

であった時代から、弁護士への道は高学歴を取

得するのとは異なる社会的地位の獲得ルートで

あった21。今、経済的事情などで法科大学院に

進学せず予備試験ルートから司法試験に合格し

た人の中には高額な学費を負担することが困難

な人が一定数いるかもしれない。しかし、法科

大学院が司法試験受験のための正規ルートとす

るなら、奨学金等の制度を充実させ、有意な人

材をひきつけることが重要であろう。人権を擁

護すべき法曹の人材に多様性が担保されること

は必要不可欠なことであると思われる22。

　最後に、専門職大学院に関わる専門職におい

ては、その資格を活かして多様なキャリアを積

める道筋を示す努力をすることが必要なのでは

ないだろうか。法律事務所に勤務してやがて独

立自営をするだけが弁護士の進む道ではない。

　たとえば企業の法務関連の仕事をする企業内

弁護士は2016年6月時点で1，707人おり、全体

では登録弁護士全体の4．5％である23。2007年ま

では200人に満たなかったが、司法修習時期で

21　「だからあなたも生き抜いて』（2000年、講談社）

　の著者、大平光代氏は「極道の妻」として中学卒

　業後過ごしたが、一念発起司法試験に合格、弁護

　士となり、非行に走った青少年を救う人権派の弁

　護士となった。

22　司法試験の合格率が低い中、専門職大学院とし

　ては一番合格率を上げている大学院で、同級生か

　ら自分が性的マイノリティであることをアウティ

　ングされ、それを苦に自殺する事件が2015年に起

　きた。家族は大学を提訴している。

23　日本紐織内弁護士協会HP『統計・資料』2016．

　12．29最終アクセス
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みると、新司法試験導入後は飛躍的に増え、60

期～67期の合計では7．4％となる。また、企業

内弁護士のうち女性が40．4％（689人）を占めて

いる。新司法試験導入後、女性弁護士比率は高

まりつつあるが（2015年では18．2％）企業内弁

護士の比率はその比率を大きく超えるものであ

り、注目に値する。また、法律サービスとIT

を組み合わせた「リーガルテック」も注目され

ており、法律相談や弁護士の検索サイトを運営

する「弁護士ドットコム」を弁護士が立ち上げ、

登録弁護士は全国の弁護士の4人に一人を占め

るようになっているという24。

　専門性をもって、起業、ジョブ型採用に臨む

人材が増えることは、限界が指摘されて久しい

日本型雇用システムに一石を投じることになる

かもしれない。そうなったときにこそ、専門職

大学院の意義が照射されるのではないだろうか。

　なお、本調査研究は、文部科学省の科学研究

費補助金基盤研究（C）「専門職とジェンダー

一女性の位置づけと変容の可能性一」（課題番

号25360054）の成果の一部である。

24　　　日本‘径言斉棄斤口日　　20］6．2．299，iJ］干U
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